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令和８年第５回 国分寺市農業委員会総会議事録 

令和８年５月20日(水)午前９時30分 

第５回国分寺市農業委員会総会を市役所会議室201に召集する。 

出席委員 

(12名) 

欠席委員 

(３名) 

欠1番  吉野 賢一  2番 関田 和雄   3番  鈴木 孝幸   4番 濱野 周泰 

5番  鈴木 秀男  6番  草ケ谷 誠一  7番  須﨑 忠男  8番 平野 孝行 

9番 鈴木 弘子  10番  笛田 弥生  11番  川窪 光一  12番 小栁 弘 

13番 中村 秀雄   14番  栗原 啓輔  15番  本多 佳郎 

事務局 

出席職員 
事務局長 飯塚 達儀  係長 井岡 裕輝  係 遠藤 太一 

＜ 議事日程 ＞ 

日程第１    開会と署名委員指名 

日程第２    前回会議録の承認 

日程第３    会長等の報告 

日程第４  議案審議 

議案第１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

議案第２号 相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の 

交付について 

 

日程第５  協議事項 

協議第１号 生産緑地バンクについて 

 

日程第６  報告事項 

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第３号 第66回企業的農業経営顕彰事業について  

報告第４号 第46回農業後継者顕彰事業について 

報告第５号 令和７年度の最適化活動の目標及び目標に対する点検・評価について 

報告第６号 今後の日程について 

 

日程第７  その他 

                                       

議長（鈴木秀男）は令和８年第５回国分寺市農業委員会総会の開会を宣言した。 

○ 日程第１  開会と署名委員指名 

議長は、議事録署名委員について、次の２名を指名した。 

12番  小栁 弘   15番  本多 佳郎 
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○ 日程第２  前回会議録の承認 

事務局提示のとおり前回会議録は承認された。 

○ 日程第３  会長等の報告 

４月24日 農業祭運営委員会（農業委員９名） 

４月28日 認定農業者相談支援チーム会議・認定農業者認定書交付

式（川窪委員） 

５月12日 東京都都市農政推進協議会第59回通常総会（鈴木会長） 

 第１回いきいき農園会議（草ケ谷委員） 

５月14日 令和８年度第１回栽培アドバイス会（草ケ谷委員） 

５月15日 北多摩地区農業委員会連合会通常総会（鈴木会長） 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号  相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

議長は、議案第１号１～２番を議題とすることを告げ、事務局説明後、

１番を本多委員、２番を平野委員に現地調査報告を求めた。 

本多委員 

 

 

平野委員 

 

 

 

議  長 

 

議案第１号１番について、５月７日に鈴木弘子委員、小栁委員、

私と事務局で現地調査を行った。当該農地では、モミジ・ツツジ等

の植木類が栽培されており、全て適切に肥培管理されていた。 

議案第１号２番について、５月８日に須﨑職務代理、笛田委員、

私と事務局で現地調査を行った。当該農地では、モミジ・ツバキ等

の植木類のほか、ブルーベリー等の果樹類が栽培されており、全て

適切に肥培管理されていた。 

本議案について審議の結果、各委員の確認することに異議がない

ので、議案第１号１～２番について全員一致で承認とする。 

議案第２号  相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の

交付について 

議長は、議案第２号１～４番を議題とすることを告げ、事務局説明後

１番の並木町分を川窪委員、１番の戸倉分を須﨑職務代理、２番を小

栁委員、３番を栗原委員、４番を川窪委員に現地調査報告を求めた。 

川窪委員 

 

 

 

須﨑職務代理 

 

 

 

小栁委員 

 

 

 

関田委員 

議案第２号１番並木町分について、５月８日に吉野委員、関田委

員、私と事務局で現地調査を行った。当該農地では、キンギョソ

ウ・シャクヤク等の花き類のほか、ビワ等の果樹類が栽培されてお

り、全て適切に肥培管理されていた。 

議案第２号１番戸倉分について、５月８日に平野委員、笛田委

員、私と事務局で現地調査を行った。当該農地では、イチョウ等の

植木類のほか、カキが栽培されており、全て適切に肥培管理されて

いた。 

議案第２号２番について、５月７日に鈴木弘子委員、本多委員、

私と事務局で現地調査を行った。当該農地では、ネギ・ジャガイモ

等の野菜類のほか、カキ・イチジク等の果樹類が栽培されており、

全て適切に肥培管理されていた。 

議案第２号３番について、５月８日に吉野委員、川窪委員、私と



- 3 - 

 

 

 

川窪委員 

 

 

 

議  長 

 

事務局で現地調査を行った。当該農地では、モミジ・ハナミズキ等

の植木類のほか、エンドウが栽培されており、全て適切に肥培管理

されていた。 

議案第２号４番について、５月８日に吉野委員、関田委員、私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では、ヤマボウシ・シダレモ

ミジ等の植木類が栽培されており、全て適切に肥培管理されてい

た。 

本議案について審議の結果、各委員の確認することに異議がない

ので、議案第２号１～４番について全員一致で承認とする。 

○ 日程第５  協議事項 

協議第１号  生産緑地バンクについて 

議長は協議第１号を議題とすることを告げ、事務局に説明を求めた。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

関田委員 

 

 

 

 

鈴木孝幸委員 

 

 

濱野委員 

 

 

 

草ケ谷委員 

 

 

平野委員 

 

鈴木弘子委員 

 

 

笛田委員 

前回総会では、農業委員会の設置事例がないことを理由に生産緑地

バンクを市長部局に設置することで承認をいただいた。その後、立川

市において農業委員会で設置していることが判明したため、改めて、

農業委員会での生産緑地バンクの設置の可能性について協議をお願い

したい。 

なお、生産緑地バンクを農業委員会に設置する利点としては、農業

委員から農地等に関する情報提供があった際に、情報を円滑に受け取

ることができること。最も迅速に生産力バンクを設置できることが挙

げられる。 

本議案について、各委員から意見をいただきたい。 

これまでの農地貸借について、様々な農業者から意見を聞いてきた

が、将来的に貸出しを希望する農業者は一定数いる。その場合、身近

な農業委員が生産緑地バンクに携わっていることは、農業者にとって

安心材料となる。ただし、農業委員の負担がどの程度増えるのかは不

安がある。 

肥培管理が不十分な農地であっても、その農地を所有する農業者

が、実際に貸し出す際のハードルは高かった。そのハードルを下げる

ことが生産緑地バンクの意義ではないか。 

農地を貸し出すことに対する農業者のハードルが高いことは認識し

ていた。そこに公的機関である農業委員会が生産緑地バンクを設置す

ることは、貸借のハードルを下げることになる。生産緑地バンクを設

置した際は、農業者への周知をしっかりと行ってもらいたい。 

生産緑地バンクの設置については賛成だが、JAと農業委員会の情報

の共有について、いかに素早く、正確に、必要な情報の収集・共有が

できるのか懸念があるので、整理してもらいたい。 

貸借を通じて地域の農業がより活発になればいい。特に若い農業者

が積極的に農地を借り受け、地域の農業を活性化してもらいたい。 

年配の農業者が農地を貸し出すケースが多くなると思う。今後、貸

借を行うに当たっては、貸し出す側の農業者も自分の農地を他人に貸

すことに対する抵抗をなくしていく必要がある。 

 生産緑地バンクに情報が集約され、貸借のマッチングがされやすく
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川窪委員 

 

小栁委員 

中村委員 

 

事務局 

 

 

栗原委員 

 

 

 

本多委員 

 

 

須﨑職務代理 

なることに期待している。 

 おおむね賛成だが、農業委員の役割として新規対象者の掘起しをど

のようにやるのか。委員会で体制を組んだ方がいいのではないか。 

 農地を残していく方策として進めていくのがいいと思う。 

 農業者に生産緑地バンクが有効な制度だと認識してもらえる周知を

行う必要がある。JAとの個人情報の共有について問題はないのか。 

 農業者本人から情報共有の同意をいただくこと、農業委員会事務局

の個人情報ファイル簿に経常的な情報提供先としてJAを指定すること

で共有は可能となる。 

 農地の貸出しに対する農業者のハードルが高いという認識がある。

広報を行い、その認識を変えてもらう必要がある。また、国分寺市で

は規模拡大を目指す若手農業者が多く、頼もしく思う。今後は、他市

の農業者も対象にできるか検討してほしい。 

 農地を貸し出す農業者も一定数いると思う。生産緑地バンクへの登

録を前提とした新規対象者の掘り起しではなく、制度の安全性につい

て説明し、PRするような広報が必要ではないか。 

 肥培管理の状況や各農業者の状況を見てきたが、農地を保持するた

めには、農業委員も制度等を勉強し、農地貸借の橋渡し役となる必要

がある。 

○ 日程第６ 報告事項 

報告第１号  農地法第４条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第１号について、事務局より資料を基に２件報告した。 

報告第２号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号について、事務局より資料を基に２件報告した。 

 

報告第３号  第66回企業的農業経営顕彰事業について 

報告第３号について、事務局より資料を基に報告した。 

 

報告第４号  第46回農業後継者顕彰事業について 

報告第４号について、事務局より資料を基に報告した。 

 

報告第５号  令和７年度の最適化活動の目標及び目標に対する点検・評価について 

報告第５号について、事務局より資料を基に報告した。 

報告第６号  今後の日程について 

報告第６号について、事務局より資料を基に報告した。 

○ 日程第７ その他 

議  長   令和８年第６回農業委員会総会は、６月19日(金)午前９時30分 

国分寺市役所会議室201にて開催する。 
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上記の会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

令和８年５月20日 

国分寺市農業委員会 

会長   鈴木 秀男 

署名委員 

 

        署名委員 


